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次頁からは、独立行政法人種苗管理センターのホームページ「よくある質問」からの抜粋

です。一部補足の為に解説を加えました。 

 



問３３  知らないうちに育成者権の侵害品を取り扱ってしまった場合、取り扱った流通

業者は罪を問われるのでしょうか。また、侵害品と知らずに購入した者についてはどうな

るのでしょうか。 
（答） 

育成者権の侵害は、種苗法第３５条に過失の推定の規定があり、これによって育成者権を

侵害した者は、その行為について過失があったものと推定されますので、知らないうちに

侵害品を取り扱ってしまった場合においても、過失がなかったことを立証しない限り、

その過失責任を問われます。なお、罰則は故意の場合に限り適用されます。 
一般に種苗を扱う流通業者の方は種苗に関する専門知識を有しておられますので、取り扱

い品種が侵害品でないことを確かめることができると考えられますし、そうした注意義務

があるということです。 
次に、侵害品とは知らずに購入する行為は育成者権の侵害にはなりません。しかし、購入

後の利用行為については侵害の対象となります。 
なお、種苗法第２条第５項に育成者権の効力が及ぶ品種の利用についての規定があり、登

録品種の種苗、収穫物等について、どういう行為に育成者権の効力が及ぶかが明確に決め

られています。 
 
（参考） 種苗法 
（定義等） 
第２条  ～中略～ 
５  この法律において品種について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。  
一  その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、又は

これらの行為をする目的をもって保管する行為 
二  その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの

申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保

管する行為（育成者権者又は専用利用権者が前号に掲げる行為について権利を行使する適

当な機会がなかった場合に限る。） 
三  その品種の加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸

出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為（育成者権者又は専用

利用権者が前二号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限

る。） 
（過失の推定） 
第３５条   他人の育成者権又は専用利用権を侵害した者は、その侵害の行為について過

失があったものと推定する。 
 
 
(解説) 
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このページは言葉の解説です。 
 
 
過失 
法律用語としての過失とは、ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注

意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわ

らず、回避するための行為を怠ったことをいう。 
 
 
民法における過失 
不法行為の要件としての過失 
民法の不法行為責任では「故意又は過失によって」他人の権利又は法律上保護される利益

を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」（709 条）と規定され、

過失があれば損害賠償責任を負い、逆に過失がなければ（無過失）その責任を負わない。

これを「過失責任主義」という。 
 
 
不法行為 
不法行為（ふほうこうい）とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為[1][2]。
また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 
 
 
不法行為における過失については、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態をいうと

する心理状態説（刑法における旧過失論に類似する）もあったが、現在では、結果予見義

務違反（具体的予見可能性を前提とする。）に加えて、結果の発生を回避するための一定の

行為を怠ったこと（結果回避可能性を前提とする結果回避義務違反）が過失の内容である

とされている（刑法における新過失論に類似する）。  
 
 
結果回避義務 
予見できた損害を回避すべき義務。この義務を怠ったため事故などが生じた場合、注意義

務違反として過失責任を問われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


